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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
号
。
附
則
第
三
項
に
お
い
て
「
改

正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
三
月
十
二
日
。
以
下
「
改
正
法
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る

。
た
だ
し
、
附
則
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
法
施
行
日
に
お
い
て
現
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
技
能
検
定
員
審
査
に
合
格
し
て
い
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
技
能
検
定
員
審
査
に
合
格
し
た
者
と
み
な
す
。

一

改
正
前
の
技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
号
の
技
能
検
定
員
審
査

（
中
型
）

改
正
後
の
技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
号
の
技
能
検

定
員
審
査
（
中
型
）

二

旧
規
則
第
一
条
第
三
号
の
技
能
検
定
員
審
査
（
普
通
）

新
規
則
第
一
条
第
四
号
の
技
能
検
定
員
審
査
（
普
通
）

三

旧
規
則
第
一
条
第
九
号
の
技
能
検
定
員
審
査
（
中
型
二
種
）

新
規
則
第
一
条
第
十
号
の
技
能
検
定
員
審
査
（
中
型
二
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種
）

四

旧
規
則
第
一
条
第
十
号
の
技
能
検
定
員
審
査
（
普
通
二
種
）

新
規
則
第
一
条
第
十
一
号
の
技
能
検
定
員
審
査
（
普
通

二
種
）

３

改
正
法
施
行
日
前
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
運
転
免
許
（
以
下
「
免
許
」
と
い
う
。
）
に
係
る
旧
規
則
第
五
条
の
規
定
に
よ

り
交
付
さ
れ
た
技
能
検
定
員
審
査
合
格
証
明
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
免
許
に
係
る
新
規
則
第
五
条
の
規
定
に

よ
り
交
付
さ
れ
た
技
能
検
定
員
審
査
合
格
証
明
書
と
み
な
す
。

一

改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
交
通
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
四
条
第
三
項
の
中
型
自
動
車
免
許
（
以

下
「
旧
法
中
型
免
許
」
と
い
う
。
）

改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
交
通
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
四

条
第
三
項
の
中
型
自
動
車
免
許

二

旧
法
第
八
十
四
条
第
三
項
の
普
通
自
動
車
免
許
（
以
下
「
旧
法
普
通
免
許
」
と
い
う
。
）

新
法
第
八
十
四
条
第
三
項

の
普
通
自
動
車
免
許

三

旧
法
第
八
十
四
条
第
四
項
の
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
（
以
下
「
旧
法
中
型
第
二
種
免
許
」
と
い
う
。
）

新
法
第
八

十
四
条
第
四
項
の
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
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四

旧
法
第
八
十
四
条
第
四
項
の
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
（
以
下
「
旧
法
普
通
第
二
種
免
許
」
と
い
う
。
）

新
法
第
八

十
四
条
第
四
項
の
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許

４

改
正
法
施
行
日
に
お
い
て
現
に
旧
法
中
型
免
許
、
旧
法
普
通
免
許
、
旧
法
中
型
第
二
種
免
許
又
は
旧
法
普
通
第
二
種
免
許

に
係
る
旧
規
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
免
許
に
係
る
新
規
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

５

改
正
法
施
行
日
に
お
い
て
現
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
教
習
指
導
員
審
査
に
合
格
し
て
い
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
教
習
指
導
員
審
査
に
合
格
し
た
者
と
み
な
す
。

一

旧
規
則
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
教
習
指
導
員
審
査
（
中
型
）

新
規
則
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
教
習
指
導
員
審
査

（
中
型
）

二

旧
規
則
第
十
条
第
一
項
第
三
号
の
教
習
指
導
員
審
査
（
普
通
）

新
規
則
第
十
条
第
一
項
第
四
号
の
教
習
指
導
員
審
査

（
普
通
）

三

旧
規
則
第
十
条
第
一
項
第
九
号
の
教
習
指
導
員
審
査
（
中
型
二
種
）

新
規
則
第
十
条
第
一
項
第
十
号
の
教
習
指
導
員

審
査
（
中
型
二
種
）
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四

旧
規
則
第
十
条
第
一
項
第
十
号
の
教
習
指
導
員
審
査
（
普
通
二
種
）

新
規
則
第
十
条
第
一
項
第
十
一
号
の
教
習
指
導

員
審
査
（
普
通
二
種
）

６

改
正
法
施
行
日
前
に
旧
法
中
型
免
許
、
旧
法
普
通
免
許
、
旧
法
中
型
第
二
種
免
許
又
は
旧
法
普
通
第
二
種
免
許
に
係
る
旧

規
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
教
習
指
導
員
審
査
合
格
証
明
書
は
、
附
則
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
免
許
に
係
る
新
規
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
教
習
指
導
員
審
査
合
格
証
明

書
と
み
な
す
。

７

改
正
法
施
行
日
に
お
い
て
現
に
旧
法
中
型
免
許
、
旧
法
普
通
免
許
、
旧
法
中
型
第
二
種
免
許
又
は
旧
法
普
通
第
二
種
免
許

に
係
る
旧
規
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
附
則
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
免
許
に
係
る
新
規
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

８

改
正
法
施
行
日
に
お
い
て
現
に
附
則
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
技
能
検
定
員
審
査
の
審
査
細
目
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
旧
規

則
第
四
条
に
定
め
る
合
格
基
準
に
達
す
る
成
績
を
得
て
い
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
技
能
検
定
員
審
査
の
審

査
細
目
に
お
い
て
新
規
則
第
四
条
に
定
め
る
合
格
基
準
に
達
す
る
成
績
を
得
た
者
と
み
な
す
。

９

改
正
法
施
行
日
に
お
い
て
現
に
附
則
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
教
習
指
導
員
審
査
の
審
査
細
目
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
旧
規
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則
第
十
二
条
に
定
め
る
合
格
基
準
に
達
す
る
成
績
を
得
て
い
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
教
習
指
導
員
審
査
の

審
査
細
目
に
お
い
て
新
規
則
第
十
二
条
に
定
め
る
合
格
基
準
に
達
す
る
成
績
を
得
た
者
と
み
な
す
。

道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
以
下
「
改
正
政
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規

10
定
に
よ
る
別
段
の
申
出
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
技
能
検
定
員
資
格
者
証
又
は
教
習
指
導
員
資
格
者
証
を
交
付

し
た
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

当
該
申
出
を
す
る
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
当
該
申
出
に
係
る
技
能
検
定
員
資
格
者
証
又
は
教
習
指
導

員
資
格
者
証
の
番
号
及
び
交
付
年
月
日

二

当
該
申
出
に
係
る
新
法
第
八
十
四
条
第
三
項
の
免
許
の
種
類

三

第
一
号
に
係
る
者
が
前
号
に
係
る
免
許
の
種
類
に
つ
い
て
改
正
政
令
附
則
第
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
こ
と
を
希
望
し
な
い
旨

改
正
政
令
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
指
定
す
る
研
修
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も

11
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

研
修
を
行
う
の
に
必
要
か
つ
適
切
な
組
織
及
び
能
力
を
有
す
る
と
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
認
め
る
者
が
行
う
研
修
で
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あ
る
こ
と
。

二

正
当
な
理
由
な
く
受
講
を
制
限
す
る
研
修
で
な
い
こ
と
。

三

新
法
第
八
十
四
条
第
三
項
の
準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
又
は
技
能
検
定
を
行
う
た
め
に
必
要
な
技
能
及
び
知
識

を
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
研
修
と
し
て
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
認
め
る
研
修
で
あ
る
こ
と
。

改
正
政
令
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
自
動
車
教
習
所
を
管
理
す
る
者
は
、
改
正
政
令
附
則
第
三
条
第
一
項
の

12
規
定
に
よ
り
中
型
免
許
及
び
準
中
型
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
資
格
者
証
又
は
教
習
指
導
員
資
格
者
証
と
み
な
さ
れ
る
技
能

検
定
員
資
格
者
証
又
は
教
習
指
導
員
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
に
前
項
に
規
定
す
る
研
修
を
受
け
さ
せ
た
と
き
に

は
、
速
や
か
に
、
当
該
自
動
車
教
習
所
を
指
定
自
動
車
教
習
所
と
し
て
指
定
し
た
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
、
そ
の

旨
を
文
書
で
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


